
 

令和５年４月２８日 

 

事業適応促進業務を行う営業所又は事務所の所在地の変更について 

 

産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２１条の２０第２項の規定に基づき、事業適応促進業務を行う営業所又は事務所の所

在地を変更する届出があったので、同条第３項の規定に基づき、公示する。 

 

１．株式会社三井住友銀行が事業適応促進業務を行う営業所又は事務所の所在地 

 

 （１）変更事項 

営業所又は 

事務所の名称 

変更前 変更後 変更年月日 

東京中央法人営業第三部 東京都中央区八重洲 1-3-4 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

浅草橋法人営業部 東京都中央区日本橋馬喰町 2-1-1 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

葛西法人営業部 東京都江戸川区西葛西 6-13-7 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

船橋法人営業部 千葉県船橋市本町 4-45-23 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

日比谷法人営業第三部 東京都港区西新橋 1-3-1 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

築地法人営業部 東京都中央区築地 1-12-22 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

六本木法人営業部 東京都港区六本木 6-1-21 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

神田法人営業第三部 東京都千代田区神田小川町 3-12 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

上田法人営業部 長野県上田市中央 2-1-18 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

小石川法人営業部 東京都文京区小石川 1-15-17 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

新宿西口法人営業第三部 東京都新宿区西新宿 1-7-1 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

高円寺法人営業部 東京都杉並区高円寺南 4-27-12 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

府中法人営業部 東京都府中市宮町 1-40 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

厚木法人営業部 神奈川県厚木市中町 2-3-5 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 



  

（２）変更の理由 

   営業部の再編・統合、及び営業所設置のため 

大森法人営業部 東京都大田区山王 2-3-4 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

新横浜法人営業部 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-7-3 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

目黒法人営業部 東京都品川区上大崎 4-1-5 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

岡崎法人営業部 愛知県岡崎市康生通西 2-15 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

下関法人営業部 山口県下関市竹崎町 1-15-20 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

天六法人営業部 大阪府大阪市北区天神橋 6-4-20 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

門真法人営業部 大阪府門真市末広町 41-1 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

天下茶屋法人営業部 大阪府大阪市西成区潮路 1-1-5 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

八尾法人営業部 大阪府八尾市光町 1-61 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

岸和田法人営業部 大阪府岸和田市五軒屋町 15-10 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

立売堀法人営業部 大阪府大阪市西区立売堀 4-1-20 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

兵庫法人営業部 兵庫県神戸市兵庫区湊町 4-2-10 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

洲本法人営業部 兵庫県洲本市本町 4-5-10 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

北播磨法人営業部 兵庫県西脇市西脇 951 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

京都法人営業第三部 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町 8 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

大阪本店営業第三部 大阪府大阪市中央区北浜 4-6-5 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

明石法人営業部 

(三木法人営業所) 

兵庫県三木市本町 2-3-12 他営業店と統合 令和 5年 4月 3日 

北九州法人営業部 

(下関法人営業所) 

営業所設置 山口県下関市竹崎町 1-15-20 

 

令和 5年 4月 3日 

明石洲本法人営業部 

(洲本法人営業所) 

営業所設置 兵庫県洲本市本町 4-5-10 令和 5年 4月 3日 

兵庫中央法人営業部 

(西脇法人営業所) 

営業所設置 兵庫県西脇市西脇 951 令和 5年 4月 3日 


